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   大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布につ 

いて（通知） 

 このことについて、令和２年３月６日付け元文科高第 1059号により文部科学省総合教育政策局

長、初等中等教育局長及び高等教育局長から別添のとおり通知がありましたので、御了知願いま

す。 

 なお、本通知に先立って「高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針について（通知）」（平

成 31年１月 11日 30文科高第 954号総合教育政策局長・高等教育局長・初等中等教育局長通知）、

「大学等における修学の支援に関する法律の公布について（通知）」（令和元年５月 17日元文科高

第 44号総合教育政策局長・高等教育局長・初等中等教育局長通知）、及び「大学等における修学

の支援に関する法律施行令等の公布について（通知）」（令和元年６月 28日元文科高第 196号総合

教育政策局長・高等教育局長・初等中等教育局長通知）が示されており、本省令等の条文と併せ

て、文部科学省ホームページ内「高等教育の修学支援新制度」に掲載されておりますので、ご了

知願います。 

（URL：http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm） 
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